
国際司法共助Q&A

※国際司法共助に関する執務の参考とするために一問一答方式で作成したものです。

回答につき，解釈にわたるものについては，民事局で国際司法共助事務を担当している係

の意見を参考に供するものにすぎません。

第1 総論

1 国際司法共助とは？

2-1我が国と諸外国との間の国家間の合意

2-2多国間条約

2-3二国間条約

2-4二国間司法共助取決め

2-5条約や二国間司法共助の取決め等がない国に送達する場合

3我が国の法律や規則等

4我が国から外国へ送達を依頼（嘱託）する方法

5外国において証拠調べを行う方法

6外国から我が国に送達を依頼する方法

7外国からの我が国の裁判所に対して証拠調べを依頼する方法

8最高裁判所の国際司法共助事務の担当係‘

第2各論

（嘱託編）

1 領事送達の特徴

2-1 嘱託書の受送達者の氏名欄の記載

2-2嘱託書の受送達者の国籍欄の記載

2-3嘱託書の受送達者の住所欄の記載

3 中央当局送達の特徴

4中央当局送達での要請書の受送達者の名前・住所表示

5 中央当局送達の場合，送達すべき文書及びその訳文

6 中央当局送達において，最高裁判所から嘱託する国の中央当6 中央当局送達において，最高裁判所から嘱託する国の中央当局への書留航空郵便切手代の

添付

7 中央当局送達で，送達すべき文書に訳文を添付しない場合

8管轄裁判所送達の特徴

9外国送達に要する期間

10嘱託書や送達すべき文書に添付する訳文の絹成者

11 アメリカ合衆国への訴状等の送達

｜
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表示の必要性12アメリカ合衆国への送達で，受送達者の住所の郡(COUNTY)表示のj

13 フランス共和国への訴状等の送達

14ブラジル連邦共和国への訴状等の送達

15判決正本の送達年月日及び確定日

16民事訴訟法1 10条1項4号の「外国の管轄官庁に嘱託を発した日」

17中華民国（台湾） ，朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）への送達

18嘱託をした外国から直接裁判官宛に送達結果が送られてきたとき

の確認方法

19嘱託しようとする国について先例がない場合

20証人が外国に所在する場合

21 戸籍の附票では住所が分からない場合の住所の調査方法

（受託編）

1 外国から訴状等の送達要請の根拠等

2 中央当局送達と管轄裁判所送達との違い

3 中央当局送達と管轄裁判所送達の送達方法の違い

4中央当局送達の場合，送達要請権者

5中央当局送達の場合，送達すべき文書の確認方法

6中央当局送達の場合， 「文魯の要領」に訳文がない理由

7 中央当局送達のa送達（国内法による方法）の送達方法

8中央当局送達のb送達（特別の方法）の送達方法

9 中央当局送達の任意交付の方法

10-1特別送達した結果，受送達者不在の場合の処理

10-2休日送達まで行う必要はあるか。

10-3付郵便送達まで行う場合はあるか。

11 受送達者の住所が就業場所送達の要請

12受送達者が会社のみの場合の処理方法等

13中央当局送達の場合，証明書の作成方法

14アメリカ合衆国からの送達要請

15 フランス共和国からの送達要請

16 ブラジル連邦共和国からの送達要請

17納入告知書の送付について

18外国の司法当局から，送達依頼文書が地方裁判所に直送されてきた場合の処理

第3証拠調べ編

1 我が国から外国に証拠調べを要請する場合（①領事証拠調べ，②指定当局証拠調べ，③民

訴条約に基づく外交上の経路による証拠調べ，④管轄裁判所証拠調べ）の特徴

2外国からの我が国の裁判所への証拠調べの嘱託（①指定当局証拠調べ，②管轄裁判所証拠



調べ）の区別

3外国から証拠調べを受けた場合，外国訴訟での代理人弁護士

い）の立会い

4外国から証拠調べを受けた場合，証人尋問の期日の決定

5証拠調べに要した費用の嘱託当局への償還

6外国の官庁等への調査嘱託

7在日大使館への調査嘱託

第4外交関係等

1-1被告が外国となっている場合

1－2外国国家に送達する方法

1－3外国国家に対する欠席判決

2-1 外交官ナンバーの自動車の交通事故

2－2被告が裁判権の免除を享有する外交官である場合

2-3被告の就業場所が在日の外国大使館である場合の送達方法

(我が国の弁護士資格はな

ロシア連邦船籍の船舶を仮差押えする場合の処理方法3
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A外国において，訴状等の送達や証拠調べを実施するためには，国家間の合意に基づいて，相手国

の機関の協力を得る必要があるのですが， このように，ある国における裁判手続のため，他国の機

関が協力する活動のこと害「国際司法共助」と呼んでいます。

なお’民事事件では，裁判上の文懲の送達と証拠調べがその中心となります。
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; Q 2-1 外国に居住している者に送達又は証拠調べ寮行う場合，我が国はその国との間に国家間の合●
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A国家間の合意としては，多数国間で締結する「多国間条約」 ，我が国と相手国との間での「二国

間条約」 ’二国間で包括的に司法共助の取決め害する「二国間司法共助取決めI及び公文の交換，

口上書のやり取りで行う「個別の応諾」があります。
｡

現在，具体的に我が国が諸外国との間でどのような合意寮しているかは， 『国の一覧表Iのとお
げ

りです。
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! Q 242 国際司法共助に関する多国間条約には， どのような条約がありますか。
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A我が国が締約国となっている主要なものとしては・民訴条約及び送達条約があります。
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; Q 2-3 国際司法共助に関する二国間条約には，どのような条約がありますか。
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A我が国が一方の当事国となっている二国間条約としては， 日米領事条約及び日英領事条約があり

ます。
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; Q 2-4 我が国はどのような国と二国間司法共助取決めをしているのですか。
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A二国間司法共助取決めとは，前記2－2又は2－3の条約ではなく，我が国との間に司法共助の

取決めをしている場合であり，ブラジル連邦共和国， タイ王国クウェート国等があります。 ．

なお，詳しくは， 「国際民事事件手続ハンドブックj存参照してください。
G
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A条約や二国間司法共助取決めのような包括的な合意がなくても，外交上の交渉によって，当該事

件に関して合意ができ，それに基づいて送達又は証拠調べが実施されることがあります。このよう

な合意が「個別の応諾」と呼ばれています。現在， この方法で司法共助が行われている国として

は，シンガポール共和国等があります。
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; Q 3外国に送達を行ったり，証拠調べを行う場合，我が国の法律や規則等には， どのようなものが ：
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A民訴条約及び送達条約の実施に伴って，民事訴訟法の特例として制定されたものとして， 「特例

法」があり，特例法の委任に基づく最高裁判所規則として,． 「特例規則」があります。

また，二国間司法共助取決め又は個別の応諾に基づいて我が国が共助を行う根拠としては， 「共

助法」があります。

なお，民訴条約及び送達条約の批准並びに特例法及び特例規則の施行による殻選の嘱託及び個別



の応諾等に基づく管轄裁判所送達等の嘱託等の具体的な手続を定めた通達として， 「通達」がありま

す（略譲表参照） 。
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A次の5つの方法があります。

⑦領事送達

扶捧条約，民訴条約，二国間条約，二国間司法共助取決め又は個別の応諾に基づき，外国に駐

在する我が国の外交官又は領事官に嘱託して送達を行う方法で．主要な国としては，アメリカ合

衆国，英国， ドイツ連邦共和国， フランス共和国， カナダ，オーストラリア連邦が挙げられま

す。

②中央当局送達

送達条約に基づき，外国の中央当局に対して要請し，送達を行う方法で，主要な国としては，

大韓民国， フランス共和国， 中華人民共和国，英国カナダ，アメリカ合衆国が挙げられます。

③指定当局送達
･

民訴条約に基づき，外国の指定当局に対して要請し，送達を行う方法です。

④民訴条約に基づく外交上の経路による送達

民訴条約に基づき，外交上の経路,すなわち，外国に駐在する我が国の大使から外国の外務省

に要請して，洪捧客行う方法です。

⑤管轄裁判所送達

二国間司法共助取決め又は個別の応諾に基づき，外国の裁判所に嘱託して送達を行う方法で，

主要な国としては，ブラジル連邦共和国が挙げられます。
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； Q 5外国において証拠調べを行う方法は， どのようなものがあるのですか。
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A次の4つの方法があります。

①領事証拠調べ ，

民訴条約， 日米領事条約， 日英領事条約又は個別の応諾に基づき，外国に駐在する我が国の外

交官又は領事官に嘱託して証拠調べ害行う方法です。

②指定当局証拠調べ

民訴条約に基づき，外国の指定当局に嘱託して証拠調べを行う方法です。

③外交上の経路による証拠調べ

民訴条約に基づき，外国に駐在する我が国の大使から当該外国の外務省に嘱託して証拠調べ春

行う方法です。

④管轄裁判所証拠調べ

二国間司法共助取決め又は個別の応諾に基づき，外国の裁判所に嘱託して証拠調べを行う方法

です。
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: Q 6外国から我が国に送達を依頼する方法としては，どのようなものがあるのですか。
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A次の3つの方法があります。

①中央当局送達

送達条約に基づき，我が国の中央当局である外務大臣に対して送達杏要請してくる方法で，主
、

要な国としては，アメリカ合衆国， フランス共和国，大韓民国，中華人民共和国，英国， ドイツ

連邦共和国イタリア共和国， カナダ，スイス連邦，ベルギー王国が挙げられます。

②指定当局咲蓬
0

民訴条約に基づき，我が国の指定当局である外務大臣に対して送達客要請してくる方法で，主

要な国としては，オーストリア共和国が挙げられます。

③管轄裁判所送達

二国間司法共助取決め又は個別の応諾に熟づき，我が国の裁判所に対して扶達を嘱託してくる
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方法で，主要な国としては， ブラジル連邦共和国が挙げられます。

（他に我が国に駐在している外国の領事官に対する送達の方法もありますが，我が国の裁判所に対

して嘱託される方法ではありません。 ）
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Q 7外国からの我が国の裁判所に対して証拠調べを依頼する方法としては， どのようなものがある ！
｛

のですか。 II
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A次の2つの方法があります。

①指定当局証拠調べ
b

民訴条約に基づき，我が国の指定当局である外務大臣を経由して我が国の裁判所に対して証拠

調べ妄嘱託してくる方法です。

②管轄裁判所証拠調べ

二国間司法共助取決め又は個別の応諾に基づき，我が国の裁判所に対して証拠調べ宍嘱託して

くる方法です。

（他に領事訂拠調べがありますが，我が国の裁判所に対して嘱託される方法ではありません。 ）
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Q 8最高裁判所の国際司法共助事務の担当係とは，具体的にどこの係ですか。
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A①外国への嘱託について，行政事件，労働及び知的財産権関係民事事件を除く民事事件は民事局

第二課渉外民事係が，行政事件，労働及び知的財産権関係民事事件は行政局第一課企画係が，家事

関係事件は家庭局第二課家事法規・事件係が，担当係になります。

②外国からの受託については，すべて民事局第二課渉外民事係が担当係になります。
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第2各論

（嘱託編）
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I Q 1 領事送達の特徴は何ですか。 ：！n
i

I●
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A一般的に，他の送達方法（中央当局送達及び管轄裁判所送達等）と比べて， より早く確実に咲逹

できるといわれていますし， しかも，受送達者が日本語を解することが明らかな場合には洪逹すべ

き文書に訳文を添付する必要もありません｡しかし， この送達方法によった場合，受送達者は受領

を拒否することができますので，そのおそれがある場合には．他の送達方法を選択する必要があり
ます。
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I Q 2-1 領事送達の嘱託書の受送達者の氏名棚は，なぜ日本人の場合， ローマ字を付記しなければな ；
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A領事送達で郵便を発送する場合，その国の文字で発送をするので， 日本語だけでは読み方がわか
らず，郵便を出すことができないからです。
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| Q 2-2領事送達の嘱託書の受送達者の国籍欄は， 「不明｣でもよいのでしょうか。 ，
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A領事送達が日本人の場合のみである国では，不明だと，領事送達が可能であるのかどうかわから

ないので， 「不明」のまま嘱託をすることができません。領事送達が日本人であると外国人である

とにかかわらず可能である場合， 「不明」とすることに特段の支障はありません。
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I Q 2-3嘱託書の受送達者の住所欄は， 日本語で記載してもよいのでしょうか。 ‘
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A送達嘱託をする国（相手国）の公用語で記載することになります。なお，アルファベット表記で

も差し支えない場合もありますので，疑義がある場合は最高裁判所の国際司法共助事務の担当係に

お問い合わせください。ただし，管轄裁判所送達の場合（ブラジル連邦共和国蚕除きます。 ）に

は，嘱託書にも必ず訳文が添付されます（つまり，訳文に嘱託する国の公用語での住所記載があり
ます。 ）ので， 日本語で記載して構いません。
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; Q 3中央当局送達の特徴は何ですか。 リ
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A送達条約に締約している国に対して行う送達方法で．外務省を通さず．直接送達要請する国の中
●

央当局に送達要請することができます。また，要請害，証明書及び文審の要領は，それぞれ統一用

紙があるなど，民訴条約に基づき送達を嘱託する場合と比べて簡便ですが，送達すべき文書及びそ
の訳文（受送達者が日本人であっても訳文が必要となります。 ）は2通作成する必要があります。
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i Q 4中央当局送達での要請書(REQUEST)の受送達者の名前及び住所は，英語でもよいでしょう ：
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A受託国の言語（公用語） ， フランス語又は英語のいずれかで記載することとなっていますので

（送達条約7条2項，通達第1の1の（2）のア） ，英語でも条約上は差し支えないこととなりま

すが，英語が公用語でない国については，送達手続を実施する機関の便宜のために，できるだけ受
託国の公用語で記載する方が望ましいでしょう。
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中央当局送達の場合.要請書,証明書,文書の要領並びに送達すべき文書及びその訳文が各2 1
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彌必要ですが（最高裁判所の控えは除きます。 ） ‘そのうちの1通は写しでよいのでしょうか。
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A 1彌が写しで提出された場合，写しの方を送達されてしまい，送達の効力に疑義が生じるおそれ

があります。なお、彌常，送達害しない1彌は，送達が奏功した場合でも， これと同じもの宍送達

したという趣旨で中央当局等から返却されます。
｡●－ｰ函●■●●●｡■●｡●po－~･●函｡●‐ｰｰ●●－●●－p““､O■●“ｰｰ●●ｰ｡●－“Gら●ｰ●●ｰG●ｰ●、●a■◆GGe－●●●G●●◆OG‐一●B●9■缶●●●ｰ●｡△凸▲Qo●凸●●●●･0◆CO●●｡』凸、●0●●bb●~－0~｡O●ら｡｡“◆一・｡U●●●~寺q●●･e－Ge●”①，

Q 6中央当局洪達において，最高裁判所から嘱託する国の中央当局への窯留航空郵便切手代は，幾

ら添付すべきでしょうか。
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A送蓮すべき文窪等の重さにもよりますが， （1件につき）遍常1, 500円です。 （参考組合せ

5dO円切手1枚, 100円切手8枚, 50円切手2枚, 20円切手4枚, 10円切手2枚） 。な

お，重量が重い場合(250グラム蚕超えるアフリカ，南米宛の場合や500グラム蚕超える場
C

合）や1件で複数名に朕達蚕する場合は，事前に，最高裁判所の国際司法共助事務の担当係にご相

談ください。

おって，余った郵便切手は，通常，送達実施後，幾逵証明雲とともに返畿されます。民事局で
○

は， 中央当局への発送後6か月経過しても中央当局から送達証明書の送付がない場合，郵便切手脊

先に返還しています。
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8 二8● ．● 98 ．; Q 7 中央当局送達で，送達すべき文書に訳文蚕添付しないと， どうなるのでしょうか。 ：D
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A送達すべき文書に訳文を添付せずに要請した場合には，咲達の実施存拒否されたり，任意交付の

方法（我が国の場合におけるこの方法は特例規則4条に詳しく記載されています。 ）表採られる可

能性が大きいと思われます。
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A一般的には，領事送達や中央当局送達と比べて，送達実施に時間奏要する場合が多く，嘱託書及

び送達すべき文審には常に訳文（ブラジル連邦共和国蚕除きます。 ）が必要で， しかも，咲達に要

した費用は原則として請求されます（2万円程度は予納する必要がありますが，実際には請求され

ない場合もあります。 ） 。

なお，受託国の裁判所の控えとして，嘱託書及び送達すべき文繕並びにそれらの訳文の写しも必

要です。
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; Q 9； Q 9呼出状の期日を指定するときには，送達に要する期間寮考慮する必要がありますが，外国に法 ：
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達する場合， どのくらい期間がかかるのでしょうか。 ：｡ ．；
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A国によっても，送達方法によっても違いますし， 同じ国に対して同じ方法で送達する場合でも違

うことがあります。

過去の事件で最高裁判所から外務省等に発出してから，送達実施後，最高裁判所から嘱託庁に咲

付するまでに要した期間を平均すると， アメリカ合衆国の領事送達は3か月， 中央当局送達は4か

月， フランス共和国の領事送達は3か月，中央当局洪達は10か月，ブラジル蓮邦共和国は管轄裁

判所送達のみで16か月程度かかっています。さらに‘各庁内及び最高裁判所における決裁に要す

る期間等が加わるため，期日を指定する際には，本マニュアルの各国別の各送達方法による期間欄

に記載されている期間に加えて，前記決裁に要する期間等存考慮する必要があります。
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i Q '0嘱託書や送達すべき文書に訳文を添付する場合,訳文は誰が作成するのでしょうか。 ；
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A当事者が提出する訴状や準備書面などは， 当事者がその訳文を作成することになりますが，当事

者が適切な翻訳人寮見い出せない場合や裁判所が作成する文書（嘱託書，呼出状及び判決篝等）



は，裁判所が翻訳人に依頼して作成することになります。 ●

なお，裁判所が翻訳人に依頼して翻訳させる場合の翻訳料は． 当事者が予納することとなりま
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A原則として，洪逹方法は， 「領事送達」です。アメリカ合衆国の場合は，被告（受送達者）が日

本人でも外国人でも行うことができます。また，領事送達ですので，受送達者が日本語を解するこ

とが明らかであれば，訳文は必要ありません。ただ， この領事送達の方法によった場合は，被告

（相手方）が受領害拒否することができますので，そのおそれがある場合は， 「中央当局送達」を

行う必要があります。
p

なお， この中央当局澤達の方法では，受送蓑者が日本語寮解する場合でも，送達すべき文書には
Q
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I Q 12アメリカ合衆国力Iノフオルニア州及びコネチカット州に対する領事送達では，受送達者の住所 i
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Aカリフォルニア州及びコネチカット州への咲琵の場合には，郡表示がないと，管轄違いの領事館

に洪付されるおそれがあり, いったん返送された後に再度送達され‘時間がかかる場合がありま

す。そのような事態表さけるために郡表示蚕することが望ましいです。また， 「カリフォルニア州

管轄総領事検索」を活用するなどして，間違いのないようにしてください。
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A被告（受送達者）が日本人であれば原則として「領事送達」 ，外国人であれば「中央当局送達」

です｡これは， フランス共和国の場合，領事送達は当該嘱託国の国民（日本からフランスに対する

送達の嘱託の場合日本人）以外の者に対する送達を拒否しているため， 日本人に対してのみしか行

うことができないからです。
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A洪達方法は， 『管轄裁判所扶達』の方法です。被告（受送達者）が日本人でも外国人でも， この

方法です。ただ， ブラジル連邦共和国の場合には， ブラジル蕊邦共和国の公証翻訳人が訳文客作成

するので，訳文蚕添付する必要はありませんが，その作成のための費用は負担しなければなりませ

ん（費用は’翻訳料として’ 日本文の用紙1枚につきアメリカ合衆国彌貨30ドル） 。翻訳人用

に，洪逹すべき文書の写し3頚のうち1涌に，喜証蚕含むすべての送達すべき文書に係る固有名詞

（地名・人名等）にひら仮名で振り仮名妄付けて<だ‘さい。
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: Q 15外国において咲逹された判決正本の撲逹年月日及び確定日は， いつになるのでしょうか。
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A送達日時が判明している場合は，その日時に時差寮考慮した日時宍咲蕉日時とし，その，4日蚕

経過した次の日が確宗日であると解されます。洪逹日だけしか判明しない場合には．その日の最終

時刻に時差表考慮した時間害送達日とし，確定日存計算することになると解されます。
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Q 16外国送達を実施した結果，送達結果が返送されてこないので，公示送達を行うことを検討して

いるのですが，民事訴訟法1 10条1項4号のr外国の管轄官庁に嘱託を発した日』を確認す
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A海外に在留している日本人の所在を調べる方法として，外務省の所在調査があります。詳しくは
トップページ→海外渡航。外務省ホームページ(URL:http://Www'mofa.go・jp/mofaj/index.html

滞在→届出・証明一所在調査）でご確認ください。
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: Q 1 外国から訴状等の送達要請がありましたが， どういう根拠で， どの国からの要請が多いのでし
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A外国からの洪蓮要請では，アメリカ合衆国大韓民国‘ フランス共和国，中華人民共和国， ドイ

ツ速邦共和国などからくるう美達条約に基づく中央当局送達で大半を占めています。残りは， ブラジ

ル連邦共和国などからの二国間司法共助取決めや個別の応諾に基づく管轄裁判所送達が多くなって

います。
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A中央当局咲達の場合は，その洪達方法は，受託国の国内法による送達(a送達) ,特別の方法

(b扶逹）及び任意交付による方法(c幾選）の3つの方法がありますが，管轄裁判所送達は国内
夕

法による幾蓑のみです。また， 中央当局送達の場合，証明書の様式が条約で定まっているので，定

型のもの客利用しますが，管轄裁判所送逹の場合，条約で定まった形式の証明書はありません。更

に， 中央当局送蕉の場合，送達妾行うために要した費用は原則として償還請求することはできませ

んが，管轄裁判所咲逹の場合，洪捧蚕行うために要した費用は，嘱託国に請求をします。
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: Q 3中央当局咲達と管轄裁判所咲捧との違いは，容易に分かるのですか。
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A中央当局送達要請の場合には，要請書(REQUEST) ,証明書(CERTIFICATE) ,文書の要領

(SUMMARYOFTHEDOCUMENTTOBESERVED)及び送達すべき文書があり， このうち，要請書，証明

書及び文懲の要領は条約締約国間において，送達条約に定める様式を用いることになっています

が，管轄裁判所送達の場合には,嘱託霧について，定める様式はなく，独自の書式の嘱託霧であ

り，証明書も文書の要領もありませんので，両者の違いは容易に判断することができます。
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I Q 4中央当局送達の場合，送達を要請することができる人は各国で決まっているのでしょうか。
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A各国の要請権者は，要請国の国内法で決められており，送達条約締約国は，本条約が採択された

ハーグ国際私法会議の事務局に， 中央当局の名称及び場所，要請権者等脊報告しており‘ それ存同

事務局において取りまとめ「送達条約ハンドブック」参作成しています。
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A要請書の左下「Listofdocuments｣ (書類の表示）の欄に記載されています。しかし，必ずしも

完全ではないこととこれは日本語で記載されていないことが多いことから，最高裁判所の係が作成

するメモにも記載があるので，参考にしてください。

なお， 日本語の訳文が添付されている場合にはその訳文も併せて確認してください。
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A送達すべき文書は，送達条約5条3項によって， 日本語の訳文を添付することとなりますが，文

書の要領に訳文を添付することまでは要求されていないからです。送達条約締約国間で統一用紙を

使用しているので， どこに何が雷いてあるのかを，把握することはできます。
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A受託国の国内法による送達ですので，我が国の民事訴訟法に定める方法により送達存行うことに

なります。通常は，特別送達を実施することになります。
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8 中央当局送達で，特別の方法(b送達）の要請宍受けた場合，特別な方法として， どのような

鋲蕊方法泰行えばよいのですか。
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A要請害に記載された特別の方法によって，送達蚕してください。最高裁判所の係が作成するメモ

にも記載があるので，参考にしてください｡なお，不明な場合は，最高裁判所民事局第二課渉外民

事係にお問い合わせください。
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; Q 9送達条約に基づく中央当局送達で’任意交付の方法で要請された場合’その方法はどうすれば
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; Q 11 受送達者の住所が就業場所のようですが，いきなり就業場所送達の要請に応じることはできる8
8
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のですか。
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A要請に応じることになると考えています。就業場所送達については，受送達者の住所‘居所等が

知れないときか，その場所において送達をするのに支障があるときに行うことがで去るとされてい

る（民事訴訟法103条2項）ことから，要請国からそれらの要件を明らかにする資料を添付する

か，我が国の送達機関で職権で調査するなどしない限り，その要請蚕拒紙すべ害ではないかとの疑

問もありますが，要件を欠く場合であっても，そのことが我が国の法秩序に反するとまではいうこ

とができないことや要請を拒絶するには厳格な要件が定められている（送達条約13条）ことから
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いって，最初からの就業場所送達の要請についてはその要請に応じることになるのではないかと考え

られます。
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; Q 12受咲達者が会社のみの表示ですが, このような要請に応じる必要はあるのでしょうか,応じる ，
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D ｡場合に受訴裁判所で代表者名を調査する必要があるのでしょうか。 、
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A我が国では，法人等に送達する場合，その代表者等が受送達者となりますので，法人自体を直接

受送達者として表示することは撰和感安覚えますが，国際司法共助の特殊性及び国際司法共助開始

当初からの法人代表者氏名の表示がない要請存受けてきたという経過等にかんがみ，拒絶しないで
①

要請には応ずることが妥当だと考えられます。

法人代表者氏名の調杳については，最終的には裁判所書記官の判断によります。実務では法人名

のままで鋲達を実旅する扱いが多いようです。
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; Q 13中央当局澤達の場合，証明霧は裁判所雲記官が各自で作成することになるのでしょうか。 ：
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A中央当局送達の場合は，要請書，文窯の要領と共に定型の用紙である証明書が添付されています

ので，裁判所響記官は，その証明書に必要事項左書いて証明することになります。

なお，裁判所雲記官が各自で訂明審客作成するのはブラジル連邦共和国などの管轄裁判所送達

や，オーストリア共和国等の民訴条約に基づく指忘当局送達の場合です。
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; Q 14アメリカ合衆国から訴状‘ 召喚状等の送達要請を受けたのですが， どうすればよいのでしょう ；
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●

Aこの要請は,送達条約に基づく中央当局法蕉の要請です。まず，要請露(REQUES7) ,証明書

(CERTIFICATE) ,文雲の要領(SUMMARY)及びi美達すべき文魯（訴状等）があるかどうか妾確認し

ます。送達するのは， このうち，文書の要領と送達すべき文書です（要請書及び証明書は手元に残

し，証明書にはi共達実施の結果春日本語で記載して証明表した上で，要請鴇とともに返咲すること

になります。 ） 。

次に，要請零記載の咲篠方法宍確認した上で，豫徳妄実施することになります。

なお，国内法による方法(a送達）及び特別な方法(b送蓮）の場合には，鉄達すべき文審（訴

状等）に必ず日本語の訳文が必要ですので，訳文があるか害確認した上で，文書の要領とともに送

達蚕実施します。

送達実施後は，手元に残した証明書に記入します。記入方法は記載例を参照してください｡、

※a送達は前記Q7f' b咲葎は前記Q8妾それぞれ参照
。
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: Q 15 フランス共和国から訳文添付のない訴状，召喚状等の送達要請を受けたのですが， どうすれば ：
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A この要請は，送達条約に基づく中央当局送達の要請です。前記アメリカ合衆国と同様の措置を執

りますが，送達すべき文書に訳文がない場合，任意交付の方法(c送達）が抹消されていないのであ

れば送達方法は，任意交付の方法になります。

なお，訳文が添付されている場合には上記アメリカ合衆国の場合と同様です。

※任意交付の方法は，前記Q9参照
DC~●●GOD●●●0●00“り●●●●●●●●0り●“ゅ004｡●0eぁ00◆●09e･DC・・0“函o◆･00・韓G･CaO■G･ロ｡･･･と0■▲、■9.9G.qeMQ・QBC・・09.00.9.G口。。q・◆“”．q”e00．．0”.0｡◆e0，．60ｫ.000.●c”.OG”00●＄､0．●00.cd0？伽．●｡00．．，．．．.自ゅ..

， ､ ：
！ ：
; Q 16ブラジル連邦共和国から訴状，召喚状等の洪達要請客受けたのですが， どうすればよいので ：
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A この要請は，二国間司法共助取決めに基づく 「管轄裁判所咲葎」の要請です。嘱託露及び咲篝す

べき文窪には，必ず日本語の訳文があります。嘱託書に，受咲達者の氏名，住所及び殻逹すべき文

書が記載されています。送達するのは，法達すべき文書及びその訳文になります。咲達方法は，蒲



常，特別送達であり，送達に要した費用は全額請求することができますので，送達実施後は証明書を

作成の上，納入告知書及び費用明細書を付けることになります。
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! Q 17納入告知書は直接嘱託国大使館に送付してよいのでしょうか。
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A受訴裁判所から納入告知書のみを直接送付することはできません。証明書，送達報告書等ととも

に最高裁判所及び外務省経由で返送することとなります。
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! Q !8外国の司法当局から’送達依頼文書が地方裁傘ﾘ所に直送されてきましたが. どう処理すればよ
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A我が国が送達等の嘱託害受ける場合には，外交経路を通じる場合も，民訴条約の指定当局も‘送

達条約の中央当局も外務大臣であり，いずれにしても，我が国の場合には必ず外務省を経由して送

付されて篝ます。したがって，地方裁判所としては受理しないで，早急に最高裁判所民事局第二課

渉外民事係に電話蓮絡の上，鋲付してください。
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第3証拠調べ編
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Q 1 我が国から外国に証拠調ぺを要請する場合には，①領事証拠調べ，②指定当局証拠調

べ，③民訴条約に基づく外交上の経路による証拠調べ，④管轄裁判所証拠調べがあるの

ですが，それぞれどんな特徴があるのですか。
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A①の領事証拠調べは，一般に次の②から④までの証拠調べによる方法に比べて早く実施す

ることが可能ですが，証人が出頭害拒んだときには証拠調べを行うことはできません。

②の指定当局証拠調べは，証人等が日本人でなくても行うことができますし，また，証人

の出頭弁強制することもできます。しかし，常に訳文の添付が必要で，比較的時間がかかる

場合が多いようです。

③の民訴条約に基づく外交上の経路による証拠調べは，②と同様です。

④の管轄裁判所証拠調べは，証人等が日本人でなくても行うことができますし，また，証

人の出頭を強制することもできますが，外交ルートを経由するので，比較的時間のかかる場

合が多く，訳文の添付，愛用の支払など手間や費用がかかります。
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2外国からの我が国の裁判所への証拠調べの嘱託は，①指定当局証拠調べ，②管轄裁判所 ！Q 2外国からの我が国の裁判所への証拠調べの嘱託は，①指定当局証拠調べ，②管轄裁判所

証拠調べの2つの方法がありますが，その区別はどこにあるのですか。
凸
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A指定当局証拠調べは民訴条約に基づくもので，管轄裁判所証拠調べは二国間司法共助取決

めや個別の応諾に基づくものです。民訴条約に基づく場合には訳文に必ず嘱託国の外交官等

がその訳文が正確であることを証明したものが添付されています。
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Q 3外国から証拠調べを受託された場合，外国訴訟での代理人弁護士（我が国の弁護士資格

はありません。 ）は立ち会うことはで芦るのでしょうか。
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A証拠調べに立会いをすることができるのは，当事者本人のほか，本人から委任を受けた我

が国の弁護士資格を有する者ですので，外国訴訟での弁護士は立ち会うことはできません

（裁判体の判断で傍聴することは可能でしょう。 ） 。 ．

なお，嘱託を受けた裁判所が行う証拠調べは，公開主駿が適用されません。

Q 4外国からの証拠調べを受けた（受託）場合，証人尋問の期日を決める場合に嘱託国への

期日通知に要する期間を配慮する必要はあるのですか。
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I ＄■◆｡eq■■●■D酔巳●‐一●● 恥CO●、●■●●●●●●●0●qU◆●｡●●◆0●“●●凸●“●Oa0Cも●Q0tDDe6gDD■｡｡CQ●eoeo““ ー●●~“■寺●巴●■●､●9○ゆり｡□…●｡Q● ”CPPgSDe●●、■■■D●●■■●…FPDF■●●り■peq■●●｡●｡■D●ー“ー

A嘱託当局が証拠調べ期日及び場所の通知を要請しているときは，嘱託を受けた裁判所は嘱

託当局に対し，証拠調べ期日及び場所の通知を行うことになり （民訴条約11条2項) ， こ

の通知を行づたときは，当事者に対する期日の呼出しを要しませんが，通知を行わない場合

には， 当事者が期日に立ち会わない旨を明示しない限り，呼出状を送達する必要がありま

す。

通知を行う場合の実務例としては，嘱託当局に到達するまでに要する期間等を考慮して証

人尋問の期日を指定していることが多いようです。
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Q 5証拠調べに要した費用は，嘱託当局に撹還できるのですか。
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A民訴条約に基づく要請の場合には，証人又は鑑定人に支払った費用，特別の方法の実施に

より生じた費用のみ嘱託当局に償還請求することができますが（証人等への旅費， 日当等は



請求できますが．呼出に要した費用や通訳に要した費用は請求できません。 ） ，管轄裁判所証
Q

拠調べの場合には‘証拠調べに要した費用一切を嘱託当局に償還請求することができます。
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● ．| Q 6外国の官庁等に対して調査嘱託を行いたいのですが，どのような手続になるのでしょう ：● ．。 g
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A外国の官庁等に対する調査嘱託については，実施方法等に関する考え方も分かれ得るとこ

ろです。どのような解釈妾採り調査嘱託存実施するかは各裁判体の判断になりますが，それ

に応じて嘱託方法も異なってくると考えられます。ただし，嘱託方法の如何によっては，相
●

手国の主権客侵害する可能性もないではないことから，事前に外務省の当該国の担当局課に

問い合わせを行うことが相当な場合もあると考えます。したがって，いずれかの方法により

外国の官庁等へ調査嘱託秀実施する必要性が生じたときは，最高裁判所の国際司法共助事務
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① ．● ．: Q 7 日本にある外国大使館に対して調査嘱託を行いたいのですが，直接調査嘱託雷害扶って ；
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A受訴裁判所から，直接在日大使館に調査嘱託書を郵送することはできないものと思われま

す。在日大使館も外国の官庁であり，外国の官庁には，条約その他の定めがある場合でなけ

れば調査嘱託を依頼できないと解されており，調査嘱託は条約の定めに則り，外交ルート妾

通じて行うべきであると思われるからです。在日大使館へ調査嘱託存する必要が生じたとき

は，最高裁判所の国際司法共助事務の担当係にお問い合わせください。
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A被告車両が外交官ナンバーの自動車であると，被告が裁判権の免除参享有する外交官である可能

性があるので，確認をすることが考えられます。裁判権の免除を享有する者かどうかわからない場

合は，外務省に対して照会することができます。その具体的な事務処理方法は，最高裁判所の国際

司法共助事務の担当係まで問い合わせてください。
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Q2-2被告が日本の民事裁判権からの免除を享有する外交官だと判明しました。どのように事件券 ！
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進行したら良いですか。 ii
I
●

I
D●●●●､”q甲e●､b“｡■■■DeD●･●●“●●“●b､●bo0Q●“““■●“●●●“~“●“●●“や●●●＆●QOQ●ｳ●●■c函DGG0”g叩､●Q”●1m●“0｡●”4●､Q●e”●p”●､”･◆0･“0”oDD●｡､●eDeq■■の”~9■●少■DeDe■“■Q●●飽屯●＝▲｡■心●､q●0●“◆

■
、
■
、
■
０

■
●
の
ｅ
Ｑ
Ｇ
●
●
●
○
●
申
＆
■

A我が国に駐在する外交官で裁判権の免除を享有する者を被告とする訴訟があった場合，当該外交

官の派遥国がこの者に対する裁判権の免除を放棄するかどうかの照会を外務省に依頼することにな

ります。その具体的な事務処理方法は，最高裁判所の国際司法共助事務の担当係まで問い合わせて

ください。
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A直ちに送達することはできません。支払督促正本の洪琵を外国大使館内で実施する必要があるた

め，外交関係に関するウィーン条約22条1項の「同意」 （大使館内において送達を実施するに際

しての使節団の長の同意）害得る必要があります。具体的に同意を得る方法は，最高裁判所安通じ

て，事前に外務省から当該大使館に同意の有無の照会宍する方法が採られています。その具体的な

事務処理方法は，最高裁判所の国際司法共助事務の担当係まで問い合わせてください。
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I Q 3 ロシア連邦船籍の船舶を仮差押えする場合,何か必要なことはあるのですか。
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A我が国とロシア連邦との間の領事条約（昭和42年条約第9号)40条において， 「接受国の司

法当局及び行政当局は，派遥国の船舶上でなんらかの強制措置を執り又はなんらかの正式な取調べ

を行おうとするときは，適当な領事官にその旨を通報しなければならない。 」と規定しているた

め， ロシア船籍の船舶の仮差押えをする場合などには，各裁判所から最寄りの領事官にその旨を通

報することになります（昭和42年8月22日付け最高裁刑二第160号事務総長通知「日本国と

ソヴィエト社会主義共和国連邦との間の領事条約（昭和42年条約第9号）について』及び昭和4

2年8月19日付けの民事局長，刑事局長，家庭局長懲簡参照）。

また， この場合には，外務省と在日ロシア連邦大使館との間で事実確認等が必要となりますの

で，最寄りの領事官に通報したことと同程度の内容をできるだけ速やかに最高裁判所民事局第二課

渉外民事係に連絡してください。


